
(単位：百万円）

府省名 平成30年度政府予算（案） 【参考】平成29年度補正予算 【参考】平成29年度当初予算

農林水産省 11,330＋69,694の内数 19,950の内数 11,135＋72,350の内数

経済産業省 140の内数 予算措置なし 140の内数

国土交通省 1,028,820の内数 64,617の内数 1,027,623の内数

気象庁 予算措置なし 予算措置なし 予算措置なし

海上保安庁 　　　　　　　　　172の内数 予算措置なし 158の内数

環境省 917＋27,052の内数 2,710＋44,756の内数 886＋26,822の内数

国土交通省・
農林水産省

災害関連事業の内数 災害関連事業の内数 災害関連事業の内数

※各省の詳細は別紙１，２のとおり。

平成30年度海洋ごみ対策関連予算（総括） 資料２



資料２（別紙１）

No.
新規/継

続
施策名

H30年度政府予
算額（案）

（単位：百万円）

H29年度
予算額

（単位：百万円）

対前年
度

増減

H29補正予算額
（単位：百万円）

施策の概要 実施機関 備考

1 継続
災害に強い森林づくりの
推進
（治山事業）

69,694の内数 71,994の内数 △2,300 19,500の内数
治山施設の設置等と併せ、流木の発生原因となる渓流に堆積する危
険木の除去や流木捕捉式治山ダムの設置等の対策を計画的かつ一
体的に実施することにより、流木に起因する災害の未然防止を図る。

林野庁、都道
府県

2 新規
漁場環境改善推進事業
のうち漁業系海洋プラス
チックごみ削減対策

13 - 13 -

漁業・養殖用プラスチック資材の使用・廃棄等の実態を調査し、使用量
削減方策や環境に配慮した素材への転換等の検討を行う。また、既存
の技術及び新たな成果を用いた削減方策について漁業者も含めた地
域での意見交換等を行い、漁業者への普及を実施する。

民間団体

3 継続 漁場復旧対策支援事業 713 701 12 -
震災により相当量のがれきが海中に流出し、漁場に大きな被害が発生
したため、専門業者が行う漁場のがれき撤去や漁業者が操業中に回
収したがれきの処理等への支援を行う。

県

4 継続 水産環境整備事業 10,604 10,420 184 -
水産資源の回復・増大と豊かな生態系の維持・回復を図るため、漁場
整備とともに漁場における堆積物の除去等水域における環境保全対
策を実施する。

都道府県、市
町村等

5 継続
容器包装リサイクルの
円滑な推進

140の内数 140の内数 - 0

国内において、事業者等による容器包装廃棄物の排出抑制等を促進
することは、漂流・漂着ゴミに対する対策としても有効であると考えられ
るため、容器包装リサイクル法を適切に施行し、同法に基づき、排出抑
制を促進する。

経済産業省

6 継続
海洋における漂流ごみ
や油の回収

232,754の内数 232,057の内数 - -
船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、海面に浮遊す
る流木等のごみや船舶等から流出した油の回収等を実施する。

国土交通省

7 継続
直轄河川におけるごみ
問題への取組

796,066の内数 795,566の内数 - 64,617の内数

河川巡視等による早期発見・対応と連携した監視等、河川・ダム等に
貯留した流木・ごみ等の処理、流域の住民との連携による清掃活動の
実施、普及啓発等の河川における流木・ごみ対策を強化するため、連
携体制の強化、啓発活動の推進、河川管理の強化に取り組む。

国土交通省

8 継続
日本周辺及び北西太平
洋の浮遊プラスチック類
の監視

- - - -
日本周辺及び北西太平洋の観測定線において浮遊プラスチック等海
上漂流物の目視観測を実施する。

気象庁
海洋汚染防止のため、気候変
動観測・監視業務の一環として
実施。

（国土交通省）

海洋ごみ対策関連　平成30年度当初予算(案）及び平成29年度補正予算とりまとめ

（農林水産省）

（気象庁）

（経済産業省）
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No.
新規/継

続
施策名

H30年度政府予
算額（案）

（単位：百万円）

H29年度
予算額

（単位：百万円）

対前年
度

増減

H29補正予算額
（単位：百万円）

施策の概要 実施機関 備考

9 継続
一般市民への海洋環境
保全思想の普及啓発活
動

172の内数 　158の内数 - -
海洋環境保全思想普及啓発活動の一環として、一般市民による漂着
ゴミ分類調査等に協力する。

海上保安庁

10 継続
大規模漂着状況の原因
調査

- - - -

同一の排出源からのものと思われる大量の漂着物が認められた場合
に、関係地方公共団体等と連携して漂着状況を調査し、排出源、排出
原因の特定など、事件・事故の両面から調査を実施するとともに、関係
自治体への情報提供、地域住民への注意喚起等を実施する。

海上保安庁

11 継続
海岸漂着物等地域対策
推進事業

400 400 0 2,710
都道府県等が実施する海洋ごみの回収・処理及び発生抑制対策等に
補助金を交付し、支援する。

都道府県・市
町村等

12 継続
漂流・漂着・海底ごみに
係る削減方策総合検討
事業費

167 126 41 -

マイクロプラスチックを含む漂流・漂着・海底ごみの量・分布等の実態を
把握するとともに、マイクロプラスチックに含まれる有害物質の調査等
を実施する。
モニタリング手法の調和化、東アジア等での海洋ごみ調査協力等に関
する国際連携を推進する。
沿岸～内陸での広域的なごみ発生抑制推進のため、複数自治体連携
による排出抑制対策モデル事業を実施する。

環境省

13 継続
廃ポリタンク等の漂着状
況調査

- - - -
廃ポリタンク、医療系廃棄物及び特定漁具等に関して、関係地方公共
団体等と連携して漂着状況の把握をする。

環境省

14 継続

｢国立・国定公園総点検
事業｣候補地以外の公
園計画見直し調査及び
国立・国定公園の海域
適正管理強化事業

103の内数 125の内数 △22 -

海域の国立公園の保全管理を強化するとともに、海域公園地区の指
定を進める事業を実施。その中で国立公園等の自然海岸等において、
ウミガメや海鳥の繁殖地等の保全のための漂着ごみの回収等を含
む、優れた管理体制の確立や効果的な管理手法を導入した対策を行
う。

環境省

15 継続
災害等廃棄物処理事業
費補助金

200の内数 200の内数 0 -
海岸に大量に漂着したごみの処理を市町村等が行う場合の、当該処
理に要する経費の補助。（補助率1/2、海岸保全区域外の海岸を対象）

市町村

16 継続
循環型社会形成推進交
付金

26,725の内数 26,500の内数 225 44,756の内数
市町村が海岸漂着物を含む廃棄物の処理を行うために必要な廃棄物
処理施設の整備について支援する（交付率1/3（一部1/2））。

市町村

環境省、内閣府（沖縄分）、国土
交通省（北海道分、離島分）計
上予算

17 継続
容器包装における環境
負荷低減効果等モデル
実証事業の実施等業務

24の内数 35の内数 △11 -

海洋ごみ、とりわけプラスチックが世界的な問題であることが確認さ
れ、マイクロプラスチックを含む海洋ごみ対策が言及されていることか
ら、海洋ごみ対策として、レジ袋や容器包装を含むプラスチック等の排
出を社会全体で削減するとともに、回収されたものについても、適正な
リサイクルを進め、自立的に地域社会で有効利用するモデルの構築を
行う。

環境省

（環境省）

（海上保安庁）
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No.
新規/継

続
施策名

H30年度政府予
算額（案）

（単位：百万円）

H29年度
予算額

（単位：百万円）

対前年
度

増減

H29補正予算額
（単位：百万円）

施策の概要 実施機関 備考

18 継続
我が国循環産業の戦略
的国際展開・育成事業
等

350 360 △10 -

政府、自治体、事業者等が相互に連携しながら、制度の導入支援・派
遣事業者のFS支援と廃棄物処理・リサイクルシステムをパッケージとし
て開発途上国へ展開することにより、途上国の求める廃棄物処理・リ
サイクルの実施を効率的に進め、廃棄物の発生抑制に貢献する。

環境省

19 継続
災害関連緊急大規模漂
着流木等処理対策事業

災害関連事業
の内数

災害関連事業
の内数

-
災害関連事業の

内数

洪水、台風等により海岸に漂着した流木及びゴミ等並びに外国から海
岸に漂着したものと思われる流木及びゴミ等が異常に堆積し、これを
放置することにより海岸保全施設の機能を阻害することとなる場合に、
海岸管理者が緊急的に実施する流木及びゴミ等の処理に対し支援（補
助率1/2）を行う。

都道府県・市
町村等

（農林水産省・国土交通省）
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海洋ごみ対策関連予算
（事業詳細）

資料２（別紙２）





九州北部豪雨等による流木災害の発生を受けて実施した緊急点検により流木対策が必要と判明した流域の森林において、流
木捕捉式治山ダムの設置など総合的な流木対策を実施

治山事業 平成２９年度補正予算額： １９５億円

［集中豪雨等による被害］ ○流木防止緊急対策

緊急点検により選定した流木対策が必要な森林等において、治山対策検討チー
ムの取りまとめを踏まえた対策を実施。

近年の豪雨災害においては、記録的な豪雨により、山腹崩壊等に伴
う大量の流木が発生し、下流に甚大な被害をもたらした。

近年、集中豪雨や地震による山地災害が各地で頻発。本年に
おいても九州北部豪雨をはじめとする梅雨前線による集中豪雨

等により各地で山地災害が発生。

課 題 対 策

［流木災害の発生］

【平成29年の林地荒廃被害】（平成29年12月１日現在）

林地荒廃 2,274箇所 被害額 618億円
流木捕捉式治山ダムの設置

森林の密度管理

流木化する可能性の高い立木の伐採

管理道の設置

H29年九州北部豪雨による流木被害 H28 年台風10号による流木被害

○関係機関との連携

国土交通省と連携し、上下流一体となった対策にも取り組む。 1



治山対策の推進（平成30年度予算概算決定の概要）

災害の多様化・激甚化

○流木災害

○地震災害

平成30年度予算概算決定の重点施策

○激甚な災害からの早期復旧

○効果的・効率的ななだれ対策

○豪雨災害

H28年 梅雨前線に伴う豪雨

○保安林の保全管理の推進

・豪雨により被災した地域において、大規模な崩壊地の復旧に新規着
手するなど、民有林直轄治山事業による集中的な復旧整備を実施

○事前防災・減災対策の推進

・高齢級林分における受光伐や海岸防災林の整備・保全を実施
・なだれ危険箇所の調査を行うとともに、なだれ防止林の造成や
なだれ防止施設の長寿命化対策を実施

＜山地災害危険地区密集地における対策＞

○流木災害への対策強化

・保安林内に堆積した流木を緊急的に除去

・山地災害危険地区密集地を対象に、航空レーザ計測による崩壊地等の詳細把握と重点的・集中的な予防・復旧対策を実施

H2９年 九州北部豪雨

・流木捕捉式治山ダムの機能回復に必要な管理道の整備を実施

老朽化したなだれ防止施設

H2９年 九州北部豪雨

航空レーザ計測により詳細な危険箇所を把握

危険箇所の重点的・集中的な予
防・復旧対策

H2９年 九州北部豪雨

H2８年 熊本地震

○なだれ災害

H2９年 栃木県 なだれ災害

・再度災害防止のため、災害関連緊急治山事業等と一体的に復
旧・予防対策を実施

尾根筋に発生し
た亀裂

崩壊地上部
に発生した
亀裂

治山ダム
・近年、集中豪雨が頻
発し、激甚な山地災
害が発生

・今後も、地球温暖化
による、山地災害発
生リスクの上昇が予
測される

・南海トラフ地震等に
よる広域にわたる津波
と地震動も予測される

・平成28年熊本地震
では大規模な山腹崩
壊が発生

・平成28年に相次い
で上陸した台風や、
平成29年九州北部
豪雨等において、流
木災害が発生

・平成２９年において
も、３月に栃木県でな
だれ災害が発生

・日本の国土面積の半分
以上が豪雪地帯に指定
されており、毎年のよ
うになだれによる被害
が発生

なだれ防止工の実施状況

・度重なる豪雨や立木
の大径化に伴い流木
による被害が甚大と
なる傾向

管理道を利用して林外へ運搬

○ 「流木災害等に対する治山対策検討チーム」中間取りまとめにおける具体的対策

・流木捕捉式治山ダムの設置
・間伐等による根系等の発達促進
・流木化する可能性の高い流路部の立木の伐採 等

治山事業（公共） 697億円（720億円）
うち、復興特別会計 100億円（123 億円）

農山漁村地域整備交付金（公共） 917億円の内数（1,017億円）
林業成長産業化総合対策（非公共） 235億円の内数（－）
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「流木災害等に対する治山対策検討チーム」中間取りまとめについて

平成２９年７月九州北部豪雨では、記録的豪雨により多数の山腹斜面が崩壊し、大量の流木による甚大な被害が発生。
林野庁は、平成２９年７月１２日に「流木災害等に対する治山対策検討チーム」を設置。

検討チームでは、流木災害を含む山地災害の実態把握や山腹崩壊の発生メカニズムの分析・検討等を行った上で、今後の事前防
災・減災に向けた効果的な治山対策の在り方について検討。
中間取りまとめは、この検討結果をまとめたもの。

「流木災害等に対する治山対策検討チーム」
中間取りまとめ

第１ 被災状況及び課題

１ 被災状況
（１） 気象状況及び被害の概要
（２） 山地災害の概要
（３） 山地災害の発生メカニズム
２ 災害を踏まえた今後の課題

第２ 九州北部豪雨における流木災害を踏まえた
事前防災・減災対策

１ 基本的な考え方
２ 事前防災・減災対策を講ずる箇所の選定
３ 具体的な対策
（１） 発生区域での対策
（２） 流下区域での対策
（３） 堆積区域での対策
４ その他留意事項

奈良ヶ谷川（朝倉市）の山腹崩壊状況

奈良ヶ谷川（朝倉市）の流木堆積状況 東原地区（日田市）の山腹崩壊状況
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山地災害の発生メカニズム

１時間降水量５０ミリを上回るような強雨が長時間連続するなど、記録的な豪雨が発生。

多量の雨水が周辺森林から０次谷※等の凹地形へ集中し、土壌の深い部分まで浸透。立木の根系が及ぶ範囲より深い部分で表層
崩壊が発生（施業の有無よりも地形条件等の違いによる影響が大きいと考えられる）。
崩壊地に生育していた立木と崩壊土砂が、著しく増加した流水により、渓流周辺の立木や土砂を巻き込みながら下流域に流下。

累積雨量の比較（福岡県朝倉市朝倉・大分県日田市日田）

山地災害の発生メカニズムのイメージ

※ 明瞭な流路を持たない谷頭の集水地形。

ぜろじだに
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事前防災・減災対策を講ずる箇所の選定

局地的な豪雨が増加傾向にある中、九州北部豪雨による災害と同様の災害が全国各地で発生する可能性。

一方、山地災害の発生リスクがある箇所全てにおいて、短期間に対策を進めるのは困難であり、優先度を踏まえた事業箇所の選定
が必要。

このため、山地災害危険地区等の森林について、荒廃状況等を踏まえ事業箇所を選定。なお、早急な対策を必要とする箇所を抽出
するため、全国の中小河川を点検する国土交通省と連携して緊急点検を実施。

山地災害危険地区等の森林

事業箇所の選定

うち、山腹崩壊危険地区：６万９千箇所
地すべり危険地区：６千箇所
崩壊土砂流出危険地区：１０万９千箇所

【箇所数】
１８万４千箇所 （平成２４年度末時点）

【山地災害危険地区】

山地に起因する山腹の崩壊、地すべり、崩壊土砂の流出により、官公署、学校、病院、道路等の施設や人家等に直接被害を与える
おそれのある地区で、地形、地質特性等からみて危険度が一定の基準以上のもの。

荒廃状況、流木発生の危険性等
を確認

０次谷等の凹地形及び渓床・渓岸が荒廃している又は荒廃の兆候がみられる渓流

荒廃又は荒廃の兆候がみられる箇所と同一の地質が流域内に広く分布している渓流

渓流沿いに土石流等で流木化するおそれのある立木が多数存在している渓流
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具体的な対策

森林の山地災害防止機能の向上を図ることを基本とした上で、大規模な山腹崩壊が発生する場合も想定し、下流域での流木による
被害を防止・軽減するため、森林域できめ細かな対策を実施。

具体的には、流木災害の発生メカニズム等を踏まえつつ、０次谷等を「発生区域」、その下流部を「流下区域」及び「堆積区域」に区
分し、崩壊土砂や流木の形態に応じた対策を実施。

山
腹
崩
壊
の

発
生
を
防
止

発
生
区
域
で
生
じ
た
山
腹
崩
壊

に
よ
る
被
害
拡
大
を
抑
制

保安林の適正な配備

間伐等による根系等の発達促進

土留工等による表面侵食の防止等

流木化する可能性の高い立木の伐
採による下流域の被害拡大の抑制

流木捕捉式治山ダムの設置等によ
る効果的な流木の捕捉 等

森林を緩衝林として機能させること
による堆砂の促進や流木の捕捉

治山ダムの設置等による渓床の安
定や流木の流出拡大防止 等

流木化する可能性の高い立木

流木捕捉式治山ダム

緩衝林として機能した森林
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近年、水産資源の減少やノリ等の色落ちなど漁場生産力の低下が顕著になっており、栄養
塩との関連が指摘されている。また、赤潮による養殖漁業への甚大な被害や貧酸素水塊によ
る二枚貝のへい死などが大きな問題となっており、一方、海洋におけるプラスチックごみの生
態系に与える影響が懸念されている。これらの被害を軽減するため、広域海洋モニタリング調
査体制の確立や防除技術の開発を実施するとともに、漁場生産力の向上を図るための研究・
開発及び漁業由来のプラスチックごみに関する調査・対策を実施。

漁場環境改善推進事業
平成30年度概算決定額：１８５百万円（０百万円）

補助対象 ：
人件費、役務費、
旅費、外部委託費、
消耗品費、用船料、
設備備品費、通信運
搬費、印刷製本費、
各種借損料 など

補助率 ：
①、③、⑤、⑥、⑦は
委託費

②、④、⑧は定額

事業実施主体 ：
民間団体等

交付先 ：
国 ⇒ 民間団体等

背景と課題

赤 潮 貧酸素水塊
③赤潮の被害軽減のための防除技術を開
発
④赤潮や貧酸素水塊を広域で自動観測す
る装置及びシステムを開発
⑤リモートセンシングを活用した有害赤潮
の種判別手法の開発
⑥貧酸素水塊の発生要因を解明し、被害
軽減のための対策手法を開発

漁
業
被
害
軽
減
と
漁
場
生
産
力
の
向
上
の
取
組
を
促
進

・栄養塩類の減少や偏在と水産資
源の減少の関係が指摘されている。

貧栄養化

被害の軽減
手法の確立

①栄養塩と漁業資源がどのような関係にあ
るのかを調査し、適正な栄養塩管理モデル
を構築
②ノリ色落ち軽減のための適切な栄養塩類
供給手法を開発

有害赤潮生物により
養殖魚の大量へい死
が発生。

夏季の貧酸素水塊発
生により、二枚貝等の
大量へい死が発生。

栄養塩類と
水産資源と
の関係を解
明し、栄養
塩管理手法
を確立

プラスチックごみ

事業の概要

⑦海洋プラスチックを摂食した魚介類の生
態的情報等の調査
⑧漁業・養殖業に由来する海洋プラスチッ
クごみ削減方策の実証・検討及び普及

漁業・養殖業に由来す
るプラスチックが海洋
へ流出し、マイクロ化。

プラスチック
ごみの削減
方策の確立
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漁場漂流・堆積物の回収処理及び堆積物の状況把握に係る海底調査を支援。また、沖合漁
場において、操業中の回収瓦礫の処理の費用等を助成。

漁場復旧対策支援事業 【平成30年度予算概算決定額 ： ７１３(７０１)百万円】

補助対象 ：
○漁場漂流・堆積物除去事業
堆積物調査費、回収処理費、
現地指導費等

○漁場生産力回復支援事業
人件費、船舶借料、運搬処理費、
回収物助成費、資材費等

補助率 ：定額、8／10

事業実施主体 ： 県

交付先 ：
国 ⇒ 県

○漁場漂流・堆積物除去事業及び漁場生産力回復支援事業
震災以降、漁場漂流・堆積物の回収処理等を実施しているが、瓦礫が操
業中に入網し漁網が破損したり、瓦礫が漁場へ再流入し操業に支障を来
たしている。

漁場への養殖施設や定置
網の再設置及び通常操業
が可能に

海底調査後、
クレーン船等に
より瓦礫回収

①

②

瓦礫の運搬等を支援

（操業中）
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水産資源の生産力の向上と豊かな生態系の維持・回復を目的として、魚礁・増殖場等の漁場施設整備
並びに底質改善や藻場・干潟の整備等水域環境保全に資する事業を実施。水産生物の動態、生活史に
対応した良好な生息環境空間を創出することで、生態系全体の生産力の底上げを目指す。

水産環境整備事業 Ｈ３０年度予算概算決定額１０，６０４百万円

①漁場施設の整備：
魚礁（浮魚礁含む）、増殖場（着定基質、湧昇流漁場等）、養殖場（消波施設、区画施設等）

②水域環境保全のための事業：
堆積物除去、底質改善（浚渫、耕うん、覆砂等）、作澪、藻場干潟の整備等

藻場の造成藻場の造成 堆積物の除去堆積物の除去

【漁場施設の整備】

湧昇流漁場の造成湧昇流漁場の造成魚礁の造成魚礁の造成

事業概要事業概要

事業例事業例

【水域環境保全のための事業】

覆砂覆砂 水産生物の生活史に対応した漁場整備の推進

消波施設の整備消波施設の整備
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漂流・漂着物対策に資する経済産業省の施策 
 

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 
経 済 産 業 省 

 
 平成１８年６月に環境省が海岸管理者に対して行った漂流・漂着ゴミアンケ

ートでは、漂流・漂着ゴミの運搬・保管や処分に苦慮しているものとして、流

木や漁具類に次いで、ペットボトル、ビン・缶、ポリ容器等の容器包装も挙げ

られている。これらの漂流・漂着ゴミには、海外からの漂着物も含まれている

が、国内で発生したものも含まれている。 
 このため、国内において、事業者等による容器包装廃棄物の排出抑制等を促

進することは、漂流・漂着ゴミに対する対策としても有効であると考えられる。 
 
 
１．容器包装リサイクル法に基づく排出抑制の促進 

同法では、家庭などで一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物について、その減

量と資源の有効利用の確保を図るため、消費者による分別排出、市町村による分別収集、

事業者のリサイクル義務を規定している。また、平成１８年６月に成立した一部改正法

により、容器包装廃棄物の排出抑制を促進するための措置（定期報告制度等）が講じら

れた。 
                       

（参考）経済産業省における容器包装リサイクル法関係の予算    １４０百万円の内数 
（平成３０年度政府予算案額） 

 

２．３Ｒの普及啓発 

毎年１０月を「３Ｒ推進月間」と位置づけて普及・広報活動を行っている。 

※財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・ 

環境省、消費者庁の８省庁で実施。 
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●船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明・八代海の閉鎖性海域（港湾区域、漁港
区域を除く）において、海面に漂流する流木等のごみや船舶等から流出した油の回収を行っており、現在、これらの海域に海洋環
境整備船を配備しています。

海洋環境整備船の概要

海洋環境整備事業～閉鎖性海域における浮遊ごみや油の回収 ～

漂流ごみの回収

漂流する流木の回収

多関節クレーンによる回収

回収装置による回収

潮目に集積する漂流ごみ

漂流ごみを双胴部で
跨ぐように航行

清掃兼油回収船
「べいくりん」

清掃兼油回収船
「白龍」

清掃兼油回収船
「Dr.海洋」

清掃兼油回収船
「美讃」

調査観測兼清掃船
「海輝、海煌」

清掃兼油回収船
「海和歌丸」

清掃兼油回収船
「みずき」

清掃兼油回収船
「いしづち」

清掃船
「おんど2000」

清掃兼油回収船
「がんりゅう」

清掃兼油回収船
「クリーンはりま」

浮流油の回収
放水による浮流油の拡散 吸着マットによる油回収

放水拡散するDr海洋、クリーンはりま 吸着マットにより油を吸着

東京湾

伊勢湾
瀬戸内海

有明・
八代海域

海洋環境整備船の配備
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河川管理者の取組み

• 全ての一級河川に設置されている「水質汚濁防止
連絡協議会（※）」等を活用し、不法投棄発見時の
連絡体制を確認

• 関係機関による合同パトロールを実施

２．連携体制の強化

関係機関の連携 合同パトロール

※河川管理者、自治体、利水者等から構成される

• 不法投棄の防止に向けた啓発活動を推進

ごみマップの作成

住民と連携した清掃活動、河川ごみ調査

職員による学校への出前講座 等

３．普及・啓発の推進

１．河川管理

• 河川管理上必要な流木・ごみの回収

• 河川巡視、監視カメラや不法投棄防止の看板設置

河川巡視

監視カメラ設置看板設置

ごみの回収

河川ごみ清掃
関係機関の連携

合同パトロール 12



漂流･漂着物に関連する取組（気象庁） 
日本周辺海域及び北西太平洋の浮遊プラスチック類の監視 

 

１．取組の概要 
・ 日本周辺海域及び北西太平洋の定まった航路上（観測定線）で

海洋気象観測船によって、昭和５２年（1977 年）から、浮遊プラ

スチック等の海上漂流物の目視観測を実施。 
・ 観測した浮遊プラスチック等の海上漂流物の分布、種類、浮遊

数の経年変化などを、気象庁のホームページなどで公表。 
 
２．平成３０年度の予定 
・ 平成３０年度は、季節ごとに日本周辺及び北西太平洋の観測定

線で、浮遊プラスチック等の海上漂流物を目視観測する予定。 
・ この観測は、海洋汚染防止のため、「海洋バックグランド汚染観

測」業務の一環として実施。 
 

 
気象庁ホームページ掲載例 

海面浮遊汚染物質（プラスチック類）の航走 100km あたりの観測個数 
2017 年夏季の分布（左図）と 1985 年から 2017 年の経年変化（右図） 
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【機密性２情報】 

平 成 30 年 ３ 月   

海 上 保 安 庁   

 

 

海上保安庁の平成 30 年度漂流・漂着物施策 

 

 

１．一般市民への海洋保全思想の普及を目的とした啓発活動等 

（１）漂着ゴミ分類調査 

   一般市民による海岸清掃等に参加し、漂着ゴミ分類調査へ協力 

※平成 29 年は、全国 93 か所、28,198 名の一般市民に対し実施 

（「海洋環境保全推進月間」(平成 29年 6月)の実績は、全国 

60 ヶ所、14,345 名） 

（２）海洋環境教室の実施 

   漂着ゴミ分類調査の結果等に基づき、漂流・漂着物の現状を一般市民

に広く周知、海洋保全の必要性を呼び掛ける啓発活動を実施 

 

２．大規模漂着状況の原因調査 

   同一の排出源からのものと思われる大量の漂着物が認められた場合

に、関係地方公共団体等と連携して漂着状況を調査し、排出源、排出

原因の特定など、事件・事故の両面から調査を実施するとともに、関

係自治体への情報提供、地域住民への注意喚起等を実施 
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背景・目的 事業概要

事業スキーム

日本の海岸には毎年、多くのごみが漂着している。海洋ごみ
は、国内外を問わず様々な地域由来のものが混在しており、自
ら発生抑制対策を行ったとしても問題解決につながらない状況
にあることから、国が補助金による支援を実施し海洋ごみ対策
を進める必要がある。

海岸漂着物処理推進法第29条に基づき、都道府県や市町村等が実施する
海洋ごみに関する地域計画の策定、海洋ごみの回収・処理、発生抑制対策
に関する事業に対し、補助金による支援を実施する。補助率は、地域の実
情に合わせ、離島や過疎、半島地域等において嵩上げを実施する。

期待される効果

海岸漂着物等地域対策推進事業

事業目的・概要等

イメージ

（補助率）
地域計画策定事業（都道府県のみ） ・・・補助率 １／２
回収・処理事業、発生抑制対策事業 ・・・補助率 ９／１０～７／１０

環境省

事業実績報告

補助金

都道府県、市町村などによる
回収処理事業等の実施

事業計画

漂流・漂着ごみの及ぼす様々な影響漂流・漂着ごみの及ぼす様々な影響

海洋環境 船舶航行 観光･漁業沿岸居住環境

全国の漂流・漂着・海底ごみ対策の推進により、
海洋環境の保全等を図る。

海洋ごみの回収処理事業等の推進

重機やボランティアによる海洋ごみの回収処理活動

（予算実績）平成29年度予算額 4億円 平成28年度補正予算額 27億円

都道府県に対して補助金を
一括交付する。市町村事業へ
の補助は都道府県を通じた間
接補助事業となる。

全国における海洋ごみ対策の推進により、海洋環境の保全を図るとと
もに、将来にわたって海洋の優れた景観を維持・保全することにより、
地域社会や漁業・観光等の地域の基幹産業の振興に欠かせない美しく豊
かな海の実現に努める。

平成30年度予算（案）400百万円(400百万円)
（平成29年度補正予算 2,710百万円）
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漂流・漂着・海底ごみ量・分布実態調査（事業①②）

事業概要

事業スキーム

○海洋プラスチックごみの主要排出源である東アジア等（東南アジア含
む）の海洋ごみ対策は、世界における喫緊の課題。

○このため、昨年５月のＧ７富山環境大臣会合において、関係国等へのア
ウトリーチの重要性について合意。

○我が国にとっても、東アジア等各国は、海流の上流域に当たることから、
我が国近海の海洋ごみ削減のためには、東アジア等各国における海洋ご
み対策の促進が必須。

○東アジア等各国における海洋ごみ削減のためには、これらの国から排出
された海洋ごみの実態把握が急務。

○我が国沿岸の海洋ごみ削減には、上記の取組に加え、国内でのごみ発生
抑制が重要であり、沿岸～内陸にわたる広域的な発生抑制対策が不可欠。

①漂流・漂着・海底沈降に係る一連のプロセスを把握するため、マイク
ロプラスチックを含む漂流・海底ごみの量・分布等の実態を把握する
とともに、マイクロプラスチックに含まれる有害物質の抽出等を実施
する。

②我が国（本州・九州等）近海を含め、我が国南方海域における東アジ
ア等由来の海洋ごみの実態把握を進める。

③国内沿岸～内陸での流域圏での広域的なごみ発生抑制の推進のため、
複数地方公共団体連携による排出抑制対策モデル事業を実施する。

期待される効果

○主要排出国である東アジア等由来の海洋ごみの実態把握により、当該国
における海洋ごみ対策を促進する。
○流域圏での効果的かつ総合的なごみ発生抑制対策を促進する。
○これにより、我が国近海の海洋ごみを削減するとともに、世界的な海洋
ごみ排出量の削減を図る。

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円
（うち、漂着ごみ対策総合検討事業、漂流・海底ごみ対策総合検討事業）
漂流・漂着・海底ごみに係る削減方策総合検討事業費
（うち、漂着ごみ対策総合検討事業、漂流・海底ごみ対策総合検討事業）

事業目的・概要等

平成30年度予算（案）
167百万円（126百万円）
うち116百万円（95百万円）

環境省
（施策の検討）

請負業者
（調査等の実施）

調査の請負発注

結果の報告

イメージ

調査海域

背景・目的

複数地方公共団体連携による排出抑制対策モデル事業（事業③）

漂流・漂着ごみ漂流・漂着ごみ 流域圏のごみ調査・近隣都府県対策推進流域圏のごみ調査・近隣都府県対策推進

陸上から海洋に流出したプラスチックごみ
発生量（2010年推計）ランキング

海底ごみ調査海底ごみ調査

漂着ごみ調査漂着ごみ調査

マイクロマイクロ
プラスチック調査

漂流ごみ調査漂流ごみ調査
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背景・目的 事業概要
○主要排出源である東アジア等（東南アジア含む）における海洋ごみ対策は、我が国の
みならず世界にとって喫緊の課題。

○マイクロプラスチックについては、実態把握が急務であるとともに、実態把握には、
モニタリング手法の標準化・調和が必要。

○2016年５月のＧ７富山環境大臣会合において、関係国等へのアウトリーチやモニタリ
ング手法の標準化・調和に向けた取組が優先的な施策とされ、2017年６月のＧ７ボ
ローニャ環境大臣会合においてもモニタリング手法の調和等の重要性が言及された。

○海洋ごみについては、国際的に非常に多種多様な取組が実施されているところ。これ
らの国際動向を適時・的確に調査し、我が国の実情・施策を踏まえて整理することに
より、以下の取組を実施する。
●グッドプラクティスを積極的に導入し、我が国における効果的・効率的な
海洋ごみ対策を促進する。

●我が国の海洋ごみに係る国際協力施策の戦略的な実施により、各国・国際
機関等と連携し、主要排出国等への効果的なアウトリーチを行う。

①海洋ごみに係る戦略的国際展開のあり方を検討する。
②東アジア等における海洋ごみ調査に係る人材を育成する。
③モニタリング手法の調和に向けた国際連携を実施する。

期待される効果
これらの取組を総合的に推進することにより、海洋ごみ、とりわ

けマイクロプラスチックの削減を図り、海洋環境保全に資するとと
もに、国際協力により、我が国のプレゼンス強化に資する。

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円
漂流・漂着・海底ごみに係る削減方策総合検討事業費
（うち、海洋ごみ国際戦略総合検討事業）

イメージ○海洋ごみに係る戦略的国際展開のあり方検討業務
・海洋ごみに係る国際動向を収集
・グッドプラクティスの我が国への導入の検討
・我が国の海洋ごみに係る国際協力戦略の検討

○東アジア等における海洋ごみ調査に係る協力推進業務
・地域レベルでの協力推進：中韓露＋東アジア等各国に対する人材育成
強化のための招へい研究プログラムの推進

・２国間での協力推進：日中海洋ごみ協力に係る専門家対話プラット
フォーム会合・日中海洋ごみ協力ワークショップ等関連ワークショッ
プ開催による調査研究成果・技術の交流促進

○モニタリング手法の調和に向けた国際連携業務
・手法調和化のための実地調査（実海域での採取・分析、誤差要因評価等）
・ガイドライン策定に向けたワーキンググループの開催
・各国（G７、東アジア等）研究者招聘による国際ワークショップの開催
・とりまとめ成果等に関する国際シンポジウムの開催

・中韓露等の我が国周辺国における海洋ごみ対策の充実・強化
・東アジア等における海洋ごみ調査等の促進

・調査の現状・進捗及び今後の見通しの共有
・最適なモニタリング手法のあり方について意見交換
・国際会議等を通じた幅広い情報発信

事業スキーム

環境省
（施策の検討）

請負業者
（調査等の実施）

調査の請負発注

結果の報告

実施結果の
フィードバック

実施結果の
フィードバック

世界的な海洋ごみ実態把握及び対策の促進

事業目的・概要等

平成30年度予算（案）
167百万円（126百万円）
うち52百万円（32百万円）

方針策定
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補助金名 災害等廃棄物処理事業費補助金

発生原因 災 害 起 因 災害起因ではない

対象事業

○災害のために実施した廃棄物の収集、運搬及び処分
○災害に伴って便槽に流入した汚水の収集、運搬及び処分
○仮設便所、集団避難所等から排出されたし尿の収集、運搬及び処分
（災害救助法に基づく避難所の開設期間内に限る）

○国内災害により海岸保全区域外の海岸に漂着した廃棄物の収集、運
搬及び処分

○海岸保全区域外の海岸に漂着した廃棄物（漂着ごみ）の収集、運搬
及び処分

補 助 先 市町村（一部事務組合、広域連合、特別区を含む）

要 件

指定市：事業費８０万円以上、市町村：事業費４０万円以上

○降雨：最大24時間雨量が80㎜以上によるもの
○暴風：最大風速（10分間の平均風速）15m/sec以上によるもの
○高潮：最大風速15m/sec以上の暴風によるもの 等

○１市町村（１一部事務組合）における処理量が150㎥以上のもの
○海岸保全区域外の海岸への漂着
○通常の管理を著しく怠り、異常に堆積させたものは除く 等

補 助 率 １／２

財 務 局
立 会

あり なし

査定方法

○災害廃棄物の処理完了前に査定を行う場合は、原則として、現地に
て被災状況、仮置場の状況等を確認し、査定を行う。

○災害廃棄物の処理完了後は、当該都道府県庁舎等において机上査定
を行う。

○原則、漂着ごみの処理完了後に、地方環境事務所庁舎において机上
査定を行う。

○漂着ごみの処理完了前にヒアリングを行う場合は、現地又は当該都
道府県庁舎にて被災状況、仮置場の状況等を確認し、査定を行って
もよい。

災害等廃棄物処理事業費補助金の概要について
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背景・目的

事業概要 事業スキーム

市町村等が廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイク
ル）を総合的に推進するため、市町村の自主性と創意工夫を活
かした広域的かつ総合的な廃棄物処理・リサイクル施設の整備
を支援している。
平成当初以降にダイオキシン類対策のため整備した廃棄物処理
施設の老朽化によるごみ処理能力の不足や事故リスク増大と
いった事態を回避するため、新たな更新需要も踏まえ、循環型
社会構築に寄与できる一般廃棄物処理施設の整備に取り組む必
要がある。
また、ごみ焼却施設において廃熱利用は一部にとどまっている
ことから、ごみ焼却施設を中心とする地域の廃棄物エネルギー
利用のポテンシャルは高く、自立・分散型のエネルギー拠点と
しての役割が期待できる。

市町村等が行う地域の生活基盤を支えるための社会インフラで
ある廃棄物処理施設の整備を支援。
高効率なエネルギー回収を行う施設の整備だけでなく、更新需
要の増大を踏まえ、施設の更新時期の平準化に資する施設の改
良による長寿命化の取組を重点的に支援。

期待される効果

平成25年度予算
○○百万円循環型社会形成推進交付金(廃棄物処理施設分）

事業目的・概要等 イメージ

【交付先】
市町村等（一部事務組合、広域連合、特別区含む）

【交付対象施設】
ごみ焼却施設、最終処分場、既存施設の基幹的設備改良事業、等

【交付率】
交付対象経費の１／３。ただし、一部の先進的な施設については１／２。

老朽化した廃棄物処理施設の適切な更新を行う一方、施設の改
良による長寿命化を図ることで、地域における安全・安心を確
保。
廃棄物をエネルギー源として有効利用することで、災害時を含
めた地域における自立・分散型エネルギーの拠点施設を構築。

国 市町村等
交付金

＜廃棄物焼却施設・老朽化の現状＞
全国１,１４１施設のうち
築20年超： ４０１施設
築30年超： １７２施設
築40年超： ２５施設

老朽化して休止した処理施設

（施設耐用年数：１５～２０年程度）

0
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H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28

一般廃棄物処理施設に係る補助金・交付金の予算額及び要望額等

補正予算額

当初予算額（エネ特）

当初予算額（一般）

要望額

億円

ダイオキシン対策のため、更新需要が集中
（第一の山）

更新需要の増大
（第二の山）

ダイオキシン
類対策特別措

置法

平成30年度予算額(案）26,725百万円（26,500百万円）
(平成29年度補正予算 44,756百万円）
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背景・目的 事業概要

○開発途上国は急激な経済成長の途上にあり、環境汚染の懸念

○我が国は時代の要請に応じて循環産業を発展させてきており、環境保
全及び循環資源において先進的な技術・システムを有する

○本事業により、途上国の求める廃棄物処理・リサイクル・浄化槽による
生活排水処理の実施を効率的に進め、世界的な環境負荷低減に貢献
するとともに、環境インフラ輸出による我が国の経済を活性化する。

○政府、自治体、事業者等が相互に連携し、制度の導入支援と、廃棄物処
理・リサイクル・浄化槽による生活排水処理システム輸出をパッケージ化

○二国間協力や多国間協力と有機的に結びつけ、戦略的に支援

○国内において、既存の枠組みにとらわれない新たな視点のリサイクルビジ
ネスを支援するとともに、日系企業の国際進出に連動する国内循環産業
の育成を支援

期待される効果

平成25年度予算
○○百万円
平成27年度要求額

億円我が国循環産業の戦略的国際展開・育成事業
平成30年度予算（案）
350百万円（360百万円）

○適正な廃棄物処理・リサイクル・浄化槽による生活排水処理システムを
国際展開→ 世界規模での環境負荷低減に貢献

○循環産業の活発な国際展開→ 我が国経済の活性化

我が国循環産業海外展開
事業化促進事業

次世代の海外展開を担う
循環産業の育成

（１）全国・海外展開に向けた実証事業の課題整理及び支援策の検討
（２）モデル的・産業・地域共生（エコタウン）支援事業
（３）高度リサイクル技術・スキーム運用のトライアル実証事業

○未利用資源の有効利用技術を有する民間企業が海外展開していけ

るよう、ビジネスモデルの確立を支援

217百万円
（208百万円）

48百万円
（69百万円）

【先行グループ】
・既に国際展開に
踏み出せる事業者
を対象
・国際展開の可能
性が高い国々にお
けるFS等を支援

【次世代グループ】
・次世代の国際展開を
担う循環産業を育成
・新たな視点のリサイ
クルビジネスを支援
・未利用循環資源の輸
入の活用 等

（１） アジア諸国の３Ｒ・廃棄物処理・浄化槽関連情報の収集、情報提供、
我が国循環産業・技術の海外発信

（２） 国、自治体、事業者、研究者等による会合の開催、情報共有の推進
（３） 現地セミナー、展示会の開催
（４）廃棄物収集及び廃棄物由来固形燃料の国際標準化への積極対応

我が国循環産業海外展開支援
基盤整備事業

事業スキーム 民間事業者環境省
調査等の請負

成果報告

85百万円
（81百万円）

（５）集合処理・個別処理の長所を踏まえた汚水処理施設普及案件形成、
及び制度・維持管理体制整備

浄化槽輸出基数の推移

輸出は増加しているが、
まだまだ小規模

（国内出荷基数の１％）

（１）事業実現可能性（FS）調査（新規参入枠・自治体連携も考慮）
（２）情報発信・現地合同ワークショップ等で事業実施の協力関係構築
（３）事業の円滑運営に向けた現地関係者の能力開発事業
（４）戦略に基づいた、国別海外展開計画の策定

○具体的な海外展開計画段階にある廃棄物処理・リサイクル・浄化槽

事業に対する、事業実現のための支援
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○ 目 的 ：洪水、台風等により海岸に漂着した流木及びゴミ等並びに外国から海岸に漂着したものと思わ
れる流木及びゴミ等が異常に堆積し、これを放置することにより、海岸保全施設の機能を阻害すること
となる場合に、緊急的に流木等の処理を実施

○事業実施主体：
海岸管理者（都道府県、市町村）

○補助率 ：１／２

○災害関連事業として実施

（複数の海岸に堆積した漂着ゴミの処理）

複数の海岸を対象範囲とし、漂着量の
合計が1,000m3以上の漂着ゴミを対象

海岸漂着ゴミや流木等の状況と
処理状況

○採択基準：
（１）海岸保全区域内に漂着したもの
（２）堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤等の海岸保
全施設の区域及びこれら施設から１キロメートル
以内の区域に漂着したもの
（３）漂着量が1,000m3以上のもの

※本事業の対象となる流木及びゴミ等の漂着範
囲が複数の海岸であり、関係者が協働して一体
的・効率的に処理する場合には、事業主体数に
かかわらず漂着量の合計が1,000m3以上であ
れば、補助対象となる。ただし、１事業主体の補
助対象となる事業費は、200万円以上とする。

災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業（農林水産省、国土交通省）
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